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　木更津市在住の野中さんは、年間を通してキャベツを生産している専業農家です。

　  「一から自分の力で努力して収入を得たい」という思いから、２１歳で農業を始めると決意し、

日々の忙しさに追われながらもやりがいを感じているそうです。

　初めは別の職業に就いていましたが、「自分のペースで働くほうが、自分には合っているの

ではないか。すべての工程を自分の目で把握できる職業はあるだろうか。」と考え、農業に辿

り着きました。「始めるなら今しかない！」と思い切って退職し、キャベツ農場で研修を受け

今日に至ります。

　収穫後は、大量に出荷できるカット工場をメインに、市場やスーパーなどにも出荷していま

す。作物にキャベツを選んだのは、他の葉物野菜よりも生産から出荷までの工程数が比較的少

なく、自分だけで経営を管理しやすいと判断したからです。それでも毎日忙しく、早朝から作

業しても、終わる時間が夜中になってしまうことがよくあります。特に昨年は、雨が多く作業

が進まなかったので更に忙しかったのですが、家族や友人に手伝ってもらい日々作業をしてい

ます。

　現在は、キャベツの栽培にあたり、霜が原因の黒ジミや虫食いを抑えるよう工夫しています。

糖分を高くすることで寒さに強くなるので、糖度の高い液肥を与えたり、葉の大きさを観察し

て肥料の量を調整したりしています。

　今後は、経営の安定と技術の向上を目指したいです。

キャベツ農家　野中農園　
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農
業
者
の
皆
様
に
は
、
日
頃

よ
り
農
業
委
員
会
活
動
の
推
進

に
あ
た
り
、
ご
理
解
ご
協
力
を

賜
り
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
つ
い
て
は
、
法
上
の
位
置

づ
け
が
２
類
相
当
か
ら
５
類
へ

引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

い
ろ
い
ろ
な
制
限
が
緩
和
さ
れ
、

日
常
生
活
や
社
会
経
済
活
動
等

皆
様
方
の
暮
ら
し
に
お
い
て
、

大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
地
域
農
業

の
在
り
方
や
、
農
地
の
集
積
・

集
約
化
に
関
す
る
方
針
を
明
確

化
す
る
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

の
取
組
み
を
推
進
し
て
き
ま
し

た
が
、
高
齢
化
や
人
口
減
少
の

本
格
化
に
よ
る
農
業
者
の
減
少

や
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
に
よ

り
農
地
が
適
切
に
利
用
さ
れ
な

く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
農
地
の
集
約
化
等
に

向
け
た
取
組
み
を
加
速
化
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
が
改
正
さ
れ
、
地

域
の
話
し
合
い
に
よ
り
目
指
す

べ
き
将
来
の
農
地
利
用
の
姿
を

明
確
化
す
る
「
地
域
計
画
」
を

策
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

地
域
の
話
し
合
い
に
基
づ
い
て

円
滑
に
計
画
が
策
定
さ
れ
る
よ

う
、
地
域
の
皆
様
方
、
策
定
主

体
で
あ
る
木
更
津
市
及
び
関
係

機
関
と
連
携
し
て
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

早
い
も
の
で
、
令
和
２
年
に

市
長
か
ら
任
命
さ
れ
た
農
業
委

員
及
び
農
業
委
員
会
が
委
嘱
し

た
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

の
任
期
は
、
今
年
の
七
月
に
満

了
と
な
り
ま
す
。
現
委
員
の
残

り
の
期
間
は
僅
か
と
な
り
ま
す

が
、
引
き
続
き
農
地
利
用
の
最

適
化
の
推
進
を
目
指
し
て
業
務

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
農
業
者
の
皆
様
方

が
、
地
域
農
業
の
将
来
像
を
見

通
せ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
よ
り
一
層
の
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

農
地
を
耕
作
す
る
目
的
で
売

買
・
貸
し
借
り
す
る
場
合
や
、
市

街
化
調
整
区
域
内
の
農
地
を
農
地

以
外
に
転
用
（
用
途
変
更
）
す
る

場
合
は
、
農
業
委
員
会
ま
た
は
知

事
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
許
可
申
請
を
し
て
い

た
だ
き
、
農
業
委
員
会
総
会
で
許

可
・
審
査
を
し
ま
す
。

　

許
可
を
受
け
ず
に
売
買
や
貸
し

借
り
、
転
用
を
し
て
い
る
場
合
は

違
反
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事

前
に
許
可
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

総会開催日 許可申請書 提出期限

４月７日（金曜） ３月16日（木曜）

５月９日（火曜） ４月17日（月曜）

６月６日（火曜） ５月16日（火曜）

７月６日（木曜） ６月16日（金曜）

【 農業委員会総会予定表 】

※ 令和５年８月以降の日程は、市公式ホームページ（ページ番号1002343）や、
今後発行予定の農委だより第49号でお知らせします。

※ 総会開催日は変更になることがありますので、申請等がある場合は事務
局にご確認ください。

令
和
五
年
七
月
ま
で
の

　
　
　
　

総
会
日
程

会
長
あ
い
さ
つ

会
長
あ
い
さ
つ

木
更
津
市
農
業
委
員
会　

会
長

安

藤

一

男
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① 

農
業
委
員　

一
八
人

※  

法
令
に
よ
り
、
認
定
農
業
者
等
が
農
業
委
員
の
一
定
割

合
を
占
め
る
こ
と
、
農
業
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事

項
に
関
し
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
（
中
立
委
員
）
を

一
人
以
上
含
め
る
こ
と
、
年
齢
、
性
別
等
に
著
し
い
偏

り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
等
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

　

② 

推
進
委
員　

一
九
人

⑵ 

任
　

期
　

 

令
和
五
年
七
月
一
四
日
（
た
だ
し
、
推

進
委
員
は
委
嘱
日
）
か
ら
令
和
八
年
七

月
一
三
日
ま
で
（
三
年
間
）

⑶ 

身
　

分
　

木
更
津
市
の
特
別
職
の
非
常
勤
公
務
員 

⑷ 

報
　

酬
　

農
業
委
員　

月
額
三
三
、〇
〇
〇
円

　

 　
　
　
　

推
進
委
員　

月
額
二
八
、〇
〇
〇
円

⑴  

農
業
委
員
会
の
総
会
（
毎
月
開
催
）
に
お
け
る
農

地
の
権
利
移
動
や
転
用
に
係
る
許
可
等
の
審
議
及

び
決
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
現
地
調
査

※  

推
進
委
員
は
、
総
会
に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
審
議
・
決
定
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

⑵  

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ
の
農
地
利

用
の
集
積
・
集
約
化
、
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・

解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
）
に
係
る
指
針
策
定
、

現
地
調
査
、
指
導
及
び
監
視
業
務

⑶  

市
町
村
の
要
請
に
よ
る
地
域
計
画
に
係
る
目
標
地

図
の
素
案
の
作
成

⑷  

農
業
者
か
ら
の
相
談
対
応
・
農
業
者
へ
の
助
言
指
導

農
業
委
員　

 
農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
所
掌
事

項
に
関
し
適
切
に
職
務
を
行
え
る
者

推
進
委
員　

 

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
熱

意
と
識
見
を
有
す
る
者

ま
た
、
次
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
資
格
を
有
し
な
い

⑴ 

木
更
津
市
の
職
員

⑵ 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

⑶  

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
者

※ 

農
業
委
員
と
推
進
委
員
は
兼
務
で
き
ま
せ
ん
。

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
推

薦
を
受
け
る
者
又
は
応
募
す
る
者
の
住
民
票
（
発
行

後
三
か
月
以
内
の
も
の
で
、
本
籍
及
び
筆
頭
者
が
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
を
添
付
し
て
、
持
参
又
は
郵

送
に
よ
り
、
木
更
津
市
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑴ 

申
込
書
様
式

　

個
人
に
よ
る
推
薦
、
法
人
・
団
体
等
に
よ
る
推

薦
、
個
人
に
よ
る
応
募
で
様
式
が
異
な
り
ま
す
。

⑵ 

受
付
期
間

　
　
　

令
和
五
年
四
月
三
日(

月)

か
ら

　
　
　
　
　
　
　

五
月
一
日(

月)

ま
で
【
必
着
】

※  

申
込
書
を
持
参
さ
れ
る
場
合
は
、
平
日
午
前
八
時
三
〇
分

か
ら
午
後
五
時
一
五
分
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※  

申
込
み
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
受
付
期
間
を
延
長
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
延
長
し
た
場
合
に
は
、
木
更
津
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑶ 

募
集
案
内
及
び
申
込
書
の
入
手
方
法

　

推
薦
及
び
公
募
要
領
（
申
込
書
）
は
、
農
業
委

員
会
事
務
局
、
市
役
所
農
林
水
産
課
（
駅
前
庁
舎

八
階
）
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑴ 

推
薦
・
公
募
人
数

農
業
委
員
会
の
委
員

農
業
委
員
会
の
委
員（
農
業
委
員
）

（
農
業
委
員
）・・

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員（
推
進
委
員
）

（
推
進
委
員
）
の
推
薦
及
び
公
募
に
つ
い
て

の
推
薦
及
び
公
募
に
つ
い
て

１１  

推
薦
・
公
募
の
内
容

推
薦
・
公
募
の
内
容

４４  

推
薦
及
び
応
募
の
方
法

推
薦
及
び
応
募
の
方
法

２２  

主
な
業
務
内
容

主
な
業
務
内
容

３３  

推
薦
を
受
け
る
者
及
び

推
薦
を
受
け
る
者
及
び

　
　
　
　

　
　
　
　

  

応
募
す
る
者
の
資
格

応
募
す
る
者
の
資
格
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「
全
国
農
業
新
聞
」
は
、全
国
農
業
会
議
所
が
発
行
す
る
、

経
営
と
暮
ら
し
に
役
立
つ
農
業
専
門
誌
で
す
。「
週
刊
」

を
活
か
し
、
農
政
の
動
き
や
技
術
・
流
通
な
ど
、
農
業
に

関
す
る
最
新
の
情
報
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
県
内
の
農

業
の
様
子
や
、
木
更
津
市
内
の
情
報
も
掲
載
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
紙
面
は
見
や
す
い
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
渡
し
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
木
更
津
市
農
業
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

■

発
行
日　

毎
週
金
曜
日
発
行
（
月
４
回
）

：：

　

■

購
読
料　

月
額
七
〇
〇
円
（
送
料
、
税
込
み
）

　

農
地
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
、
農
地
等
の
権
利
取
得
の
要
件
の

一
つ
で
あ
っ
た
下
限
面
積
に
関
す
る

規
定
が
撤
廃
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
そ
の
他
の
要
件
に
つ
い
て

は
存
続
と
な
り
ま
す
。

　

農
地
転
用
を
す
る
と
き
は
、
転
用
す
る
前
に

農
地
法
に
よ
る
手
続
き
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

市
街
化
調
整
区
域
内
に
あ
る
農
地
は
転
用
が

厳
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
許
可
な
く
転
用
す

る
と
農
地
法
違
反
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
砂
利

を
敷
く
・
土
を
入
れ
る
・
簡
易
な
倉
庫
を
つ
く

る
と
い
う
行
為
も
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
必
ず
事
前
に
農
業
委
員
会
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
街
化
区
域
内
に
あ
る
農
地
は
、
事

前
に
届
出
が
必
要
で
す
。
詳
し
い
手
続
き
方
法

に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　これまで、地域での話し合いにより、地域農業の将来
の在り方を定める「人・農地プラン」が策定されてきま
した。
　今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少
や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されな
くなることが懸念される中、農地が利用されやすくなる
よう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが
全国的な課題です。
　このため、農業経営基盤強化促進法等が令和４年５月
に改正され、「人 ・農地プラン」は法律で定められた「地
域計画」に移行しました。
　「地域計画」とは、農業者や地域の話し合いにより策
定される、おおむね十年後を見据えた地域の将来の農地
利用の姿を明確化した設計図のことです。目指すべき将
来の農地利用の姿を明確にし、その実現のために地域内
外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを
活用した農地の集約化等を進めることを目的としていま
す。
　農業委員会は、市からの要請により目標地図の素案を
作成する役割を担いますので、皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

編
集
後
記

編
集
後
記

　

地
域
農
業
や
農
地
等
に
関
す
る
制
度
改
正
、
デ
ジ
タ
ル
地

図
の
活
用
に
関
す
る
準
備
な
ど
、
現
在
の
農
業
委
員
会
業
務

は
大
き
な
変
化
を
迎
え
て
い
ま
す
。
手
探
り
で
は
あ
り
ま
す

が
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
に
向
け
て
日
々
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
編
集
部
で
は
、
農
委
だ
よ
り
に
登
場
し
て
い
た
だ
け
る
農

家
さ
ん
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
自
身
の
こ
と
を
紹
介
し
て
ほ

し
い
方
、
お
知
り
合
い
の
農
家
さ
ん
を
紹
介
し
た
い
方
の
ご

連
絡
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

農地法に違反した場合の罰則
３年以下の懲役、または３００万円以下

（法人は１億円以下）の罰金

全
国
農
業
新
聞
を
購
読
し
ま
せ
ん
か

「人・農地プラン」から
　　　　　　　「地域計画へ」

下
限
面
積
の
要
件
が

下
限
面
積
の
要
件
が

撤
廃
さ
れ
ま
し
た

撤
廃
さ
れ
ま
し
た

下
限
面
積
の
要
件
が

撤
廃
さ
れ
ま
し
た


